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告 示 

鳥取県告示第382号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、大原千町土地改良区の定款の変更を令和３

年６月22日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和３年７月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

                                                    

鳥取県告示第383号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第１項の規定により、令和３管理年度（令和３年７月１日から令和４年

６月30日までの期間をいう。）のまさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群の知事管理漁獲可能量を次のと

おり定めたので、同条第４項の規定により公表する。 

  令和３年７月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

鳥取県まさば及びごまさば漁業 現行水準 

                                                    

鳥取県告示第384号 

令和３年鳥取県告示第142号（令和３管理年度におけるくろまぐろ（小型魚）等の知事管理漁獲可能量について）

により告示したくろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）の知事管理漁獲可能量について、令和３年６月

８日に次のとおり変更したので、漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第５項において準用する同条第４項の規

定により公表する。 

  令和３年７月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

特定水産資源 知事管理区分 
知事管理漁獲可能量 

変更前 変更後 

くろまぐろ（小型魚） 鳥取県沿岸くろまぐろ漁業 2.25トン 4.5トン 

鳥取県定置網漁業 2.15トン 4.4トン 

県留保枠 0.5トン 1.0トン 

くろまぐろ（大型魚） 鳥取県定置網漁業 5.9トン 1.4トン 

県留保枠 0.6トン 0.1トン 

                                                    

鳥取県告示第385号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を指定したの

で、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和３年７月２日 

鳥取県中部総合事務所長 門 脇 誠 司 

事業者の名称又は氏

名 

指定に係る事業所の

名称 

指定に係る事業所の

所在地 
指定年月日 サービスの種類 

社会医療法人仁厚

会 

訪問リハビリテーショ

ン ル・サンテリオン

北条 

東伯郡北栄町土下

123－１ 

令和３年７月１日 訪問リハビリテー

ション 

                                                    

鳥取県告示第386号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者を指定し
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たので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告示する。 

  令和３年７月２日 

鳥取県中部総合事務所長 門 脇 誠 司 

事業者の名称又は氏

名 

指定に係る事業所の

名称 

指定に係る事業所の

所在地 
指定年月日 サービスの種類 

社会医療法人仁厚

会 

訪問リハビリテーショ

ン ル・サンテリオン

北条 

東伯郡北栄町土下

123－１ 

令和３年７月１日 介護予防訪問リハ

ビリテーション 

                                                    

鳥取県告示第387号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和３年７月２日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

医療法人寛謙会 ささ木在宅ケア

クリニック 

米子市西福原

五丁目７－13 

令和３年６月23日 令和３年６月30日 訪問看護 

〃 〃 〃 〃 〃 
居宅療養管理指

導 

                                                    

鳥取県告示第388号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

  令和３年７月２日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

医療法人寛謙会 ささ木在宅ケア

クリニック 

米子市西福原

五丁目７－13 

令和３年６月23日 令和３年６月30日 介護予防訪問看

護 

〃 〃 〃 〃 〃 
介護予防居宅療

養管理指導 

                                                    

調 達 公 告 

随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和３年７月２日 

鳥取県立米子工業高等学校長 松  川  明  義 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県立米子工業高等学校ＣＡＤ室パソコン等 一式 

２ 契 約 方 式  随意契約 

３ 随意契約の相手方を決定  令和３年５月20日 

した日 

４ 契約の相手方の名称及び  株式会社ソルコム鳥取支店 
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所在地           鳥取市岩吉166－２ 

５ 契 約 金 額  62,779,200円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 随意契約による理 由  再度の競争入札に付したが落札者がなかったため。（地方自治法施行令（昭和

22年政令第16号）第167条の２第１項第８号） 

７ 契約事務担当部局の名称  鳥取県立米子工業高等学校 

及び所在地         米子市博労町四丁目220 


